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要
旨

本
法
律
案
は
、
パ
リ
協
定
に
基
づ
く
我
が
国
の
温
室
効
果
ガ
ス
削
減
目
標
の
確
実
な
達
成
を
図
る
た
め
、
我
が
国
と
他
の
締

約
国
と
の
二
国
間
の
取
決
め
に
基
づ
く
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
削
減
量
の
主
務
大
臣
に
よ
る
記
録
、
保
有
、
移
転
等
に
関
す
る
規

定
を
整
備
す
る
ほ
か
、
市
町
村
等
の
認
定
を
受
け
た
地
域
脱
炭
素
化
促
進
事
業
計
画
の
実
施
に
係
る
特
例
措
置
の
拡
充
等
の
措

置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
主
務
大
臣
は
、
二
国
間
の
取
決
め
に
基
づ
く
国
際
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
削
減
等
協
力
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら

提
出
さ
れ
た
事
業
設
計
書
等
の
内
容
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
相
手
国
の
権
限
あ
る
当
局
と
協
議
し
、
同
意
が
あ
っ
た
場
合

は
、
速
や
か
に
当
該
国
際
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
削
減
等
協
力
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

二
、
主
務
大
臣
は
、
一
の
通
知
を
受
け
た
排
出
削
減
等
協
力
事
業
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
国
際
協
力
排
出
削
減
量
の
増
加
の
記
録

に
つ
い
て
の
申
請
書
の
内
容
を
踏
ま
え
、
相
手
国
の
権
限
あ
る
当
局
と
協
議
し
、
同
意
が
あ
っ
た
場
合
は
、
三
の
国
際
協
力

排
出
削
減
量
口
座
簿
の
口
座
に
当
該
国
際
協
力
排
出
削
減
量
の
増
加
の
記
録
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



二

三
、
主
務
大
臣
は
、
国
際
協
力
排
出
削
減
量
口
座
簿
を
作
成
し
、
国
際
協
力
排
出
削
減
量
の
取
得
、
保
有
及
び
移
転
を
行
う
た

め
、
政
府
保
有
口
座
及
び
法
人
等
保
有
口
座
を
開
設
す
る
も
の
と
す
る
。

四
、
主
務
大
臣
は
、
指
定
実
施
機
関
に
一
、
二
及
び
三
の
主
務
大
臣
の
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
指
定
実
施
機
関
の
指
定
は
、
全
国
に
一
を
限
り
、
当
該
事
務
を
行
お
う
と
す
る
者
の
申
請
に
よ
り
行
う
。

五
、
共
同
し
て
地
方
公
共
団
体
実
行
計
画
を
策
定
す
る
都
道
府
県
及
び
そ
の
区
域
内
の
市
町
村
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
実
行

計
画
に
お
い
て
促
進
区
域
等
の
地
域
脱
炭
素
化
促
進
事
業
の
促
進
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
複
数
市
町
村
に
わ
た
る
地
域
脱
炭
素
化
促
進
事
業
計
画
の
認
定
は
当
該
都
道
府
県
が
行
う
。

六
、
市
町
村
等
の
認
定
を
受
け
た
地
域
脱
炭
素
化
促
進
事
業
計
画
の
実
施
に
係
る
特
例
措
置
に
、
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等

規
制
法
の
許
可
手
続
を
追
加
す
る
。

七
、
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
が
よ
り
少
な
い
日
常
生
活
用
製
品
等
の
普
及
促
進
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
環
境

大
臣
に
よ
る
地
球
温
暖
化
防
止
活
動
に
、
生
活
様
式
等
の
改
善
の
た
め
の
活
動
の
促
進
に
努
め
る
こ
と
を
追
加
す
る
。

八
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


